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広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の

項
中法

第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
掘
削

の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承

継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

土
地
の
掘
削
の
許
可

を
受
け
た
者
の
地
位

の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料

七
、
四
〇
〇
円

　
を

　
を

」

「
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
掘
削

の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承

継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

土
地
の
掘
削
の
許
可

を
受
け
た
者
の
地
位

の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料

七
、
四
〇
〇
円

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
掘
削
の
た
め
の
施
設
等
の
変

更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

掘
削
の
た
め
の
施
設

等
の
変
更
許
可
申
請

手
数
料

一
一
、
〇
〇
〇
円
　
に
、

」

「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ゆ
う

出
路
の
増
掘
又
は
動
力
の
装
置
の

許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継

の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

ゆ
う
出
路
の
増
掘
又

は
動
力
の
装
置
の
許

可
を
受
け
た
者
の
地

位
の
承
継
の
承
認
申

請
手
数
料

七
、
四
〇
〇
円

」

「
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
ゆ
う
出
路
の
増
掘
又
は
動

力
の
装
置
の
許
可
を
受
け
た
者
の

地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に
対

す
る
審
査

ゆ
う
出
路
の
増
掘
又

は
動
力
の
装
置
の
許

可
を
受
け
た
者
の
地

位
の
承
継
の
承
認
申

請
手
数
料

七
、
四
〇
〇
円

法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の

増
掘
の
た
め
の
施
設

等
の
変
更
許
可
申
請

一
一
、
〇
〇
〇
円

「



同
表
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
の
項
中
「
書
換
え
交
付
」
を
「
書
換
交
付
」
に
改
め
、
同
表
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
項
中

る
。

附
　
則

令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売

業
若
し
く
は
高
度
管
理
医
療
機
器

等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の

許
可
証
又
は
医
薬
品
の
販
売
若
し

く
は
授
与
の
相
手
方
の
変
更
の
許

可
証
の
再
交
付

薬
局
開
設
、
医
薬
品

販
売
業
若
し
く
は
高

度
管
理
医
療
機
器
等

の
販
売
業
若
し
く
は

賃
貸
業
の
許
可
証
又

は
医
薬
品
の
販
売
先

等
の
変
更
の
許
可
証

の
再
交
付
手
数
料

二
、
九
〇
〇
円

　
を

」

「
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売

業
若
し
く
は
高
度
管
理
医
療
機
器

等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業
の

許
可
証
又
は
医
薬
品
の
販
売
若
し

く
は
授
与
の
相
手
方
の
変
更
の
許

可
証
の
再
交
付

薬
局
開
設
、
医
薬
品

販
売
業
若
し
く
は
高

度
管
理
医
療
機
器
等

の
販
売
業
若
し
く
は

賃
貸
業
の
許
可
証
又

は
医
薬
品
の
販
売
先

等
の
変
更
の
許
可
証

の
再
交
付
手
数
料

二
、
九
〇
〇
円

省
令
第
百
五
十
九
条
の
十
一
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録

証
の
書
換
え
交
付

販
売
従
事
登
録
証
の

書
換
え
交
付
手
数
料

二
、
〇
〇
〇
円

省
令
第
百
五
十
九
条
の
十
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
販
売
従
事
登
録

証
の
再
交
付

販
売
従
事
登
録
証
の

再
交
付
手
数
料

二
、
九
〇
〇
円

　
に
改
め

」

「
規
定
に
よ
る
増
掘
の
た
め
の
施
設

等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査

手
数
料

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
温
泉
の
採
取
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

温
泉
採
取
許
可
申
請

手
数
料

三
五
、
〇
〇
〇
円

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第

十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け
た

者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査

温
泉
の
採
取
の
許
可

を
受
け
た
者
の
地
位

の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料

七
、
四
〇
〇
円

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
温
泉
の
採
取
の
た
め
の
施

設
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

温
泉
の
採
取
の
た
め

の
施
設
等
の
変
更
許

可
申
請
手
数
料

一
一
、
〇
〇
〇
円

　
に
改
め
、

」



　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。


